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参考資料

人事記録の記載事項等に関する規則（昭和54年規則第７号）の一部改正

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

第５条 任命権者は、職員が提出した次に掲げる書類を人事記録の附属書類と

して保管しなければならない。

(1) 履歴書

(2)・(3) 省 略

(4) 健康診断の記録

(5)・(6) 省 略

(7) 辞職の申出の書面

(8) 同 左

(9) 服務の宣誓書

(10) 省 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

第５条 同 左

(1) 職員が提出した履歴書

(2)・(3) 同 左

(4) 職員の健康診断の記録

(5)・(6) 同 左

(7) 職員が提出した辞職の申出の書面

(8) 同 左

(9) 職員が署名した服務の宣誓書

(10) 同 左


